
　「プリペイド式ギフトカード」を配布
〇対象　市の住民基本台帳に登録されている方
（令和8年2月1日現在）
※世帯全員分のプリペイド式ギフトカードをまと
めて世帯主へ送付します。
〇配布時期　４月下旬～５月上旬（予定）
〇ギフトカードの利用可能店舗　スーパー、
　ドラッグストア、コンビニ等で利用できます。
※一部利用できない店舗があります。
〇ギフトカードの利用期限　10月31日㈯
※詳細が決まり次第、随時、市ホームページなど
でお知らせします。
〇問合せ　商工振興課商工振興係

「物価高対応子育て応援手当」を支給
物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援

食料品等の物価高騰対策

※詳しくは、お問い合わせいただくか、市子育て応援サイトるのキッズWeb「物価高対応子育て応援手当」
　をご覧ください。
〇申請・問合せ　こども政策課手当助成係、五日市出張所市民総合窓口係（申請受付のみ）
※市役所を装った振り込め詐欺等にご注意ください。
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要申請。児童手当の認定請求等
の手続きと同時に申請を受付。
申請書記載の口座に振込み

要申請。所属庁から証明を受け
た申請書を提出してください。
申請書記載の口座に振込み

申請不要。児童手当受給口座に
振り込みます。
２月中旬までにお知らせを送付

２月から「充電して使用する製品」の排出方法が変わります！
　リチウムイオン電池を搭載した製品を起因とする、ごみ処理施設
や収集車などが発火する事故が相次いでいます。
〇排出方法
●充電して使用する製品（充電池を取り外せるか否かに関わらず）
…有害ごみの日に中身が見える透明袋にまとめて排出（電池類
やその他の有害ごみと混ぜない）
●コンセントに繋いで使用する製品のうち「使用済小型電子機器」
に該当するもの…使用済小型電子機器の日に「あきる野市」と表
示して排出（該当しないものは、サイズにより不燃ごみか粗大ご
みで排出）
※今後配布する「資源とごみの出し方カレンダー2026年4月～
2028年3月」23ページでは、排出方法の変更を令和８年４月か
らと記載していますが、発火事故等が頻発していることから、令
和８年２月からに変更しました。
〇問合せ　生活環境課清掃・リサイクル係
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大人から子どもまで
1人当たり８，０００円

令和8年3月31日までに
生まれたお子さん

1人当たり20，000円
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支給時期申請・支給方法

２月下旬
から（予定）

３月上旬
から順次

令和７年９月分（令和７年９月に
出生した児童は10月分）の
児童手当受給者

公務員等の方

令和８年３月31日までに生まれた
お子さんの保護者で、②以外の方

令和７年10月１日以降に生まれたお子さん
の保護者で、令和８年１月14日までにあきる
野市の児童手当認定請求が済んでいる方
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広報あきる野は、毎月１日と 15日に新聞折込と個別配布でお届けしています。市内に住所があり、折込対象の新聞を購読していない方は、市に個別
配布をお申込みいただければ、無料でお届けします。また、市のホームページでもご覧になれます。詳しくは、市長公室にお問い合わせください。

再生紙を使用
しています

今号の主な記事など
●土曜日開庁業務を終了します…2面
●第10回秋川渓谷雛めぐり…10面
● 4月1日から市内循環バス「るのバス」の
ダイヤ・運賃が変わります…10面


